
  

平成 1 7 年 5 月 1 2 日 ( 木 ) 

1 4 時 0 0 分～ 1 6 時 3 0 分 

専用第 15 会議室惇生労働省 7 階 
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( 配付資料 ) 

資料 1  在宅医療の推進について 

資料 2  各参考人からの 提出資料 
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在宅医療の推進について 

木杓考え方～ ⑥ 患 、 者の Q0 」の向上の観点から、 できるだけ住み 慣れた家庭や 地域で生活を 送れ る よ ま た 身 

近 な人に囲まれて 在宅での死を 迎えることができるよ う 、 支援する体制の 構築を一層推進する 必要が 
あ るのではないか。 

⑥ 在宅医療の一層の 推進を図るため、 具体的な推進方策を 総合的に検討すべきではないか。 

@
@
 

面
 医療についての 法的位置付け 
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; 医療法 ( 昭和 23 年法律第 205 号 ) 
  
  
  
  
  
  
    

  の他の医療を 提供する施設 ( 以下「医療提供施設」という。 八 医療を受ける 者の居宅等において、         

;  医療提供施設の 機能に応じ効率的に 提供されなければならない。   
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@  @ 健康保険法 "  ( 大正 11 年法律第 "  70 百 由 ) 
  
  
  ( 保険給付の種類 ) 

  第 52 条 被保険者に係るこの 法律による保険給付は 、 次のと お り と す る 
  
  
  一 療養の給付並びに 入院時食事療養費、 特定療養費、 療養費、 訪問看護療養費及び 移送費の支給 
  
  
    二 傷病手当金の 支給 
  
  
  三 埋葬料の支給   

        出産育児一時金の 支給 

        出産手当金の 支給 

  六 家族療養費、 家族訪問看護療養費及び 家族移送費の 支給 
        家族埋葬料の 支給 

        八 家族出産育児一時金の 支給 

        高額療養費の 支給 
  
  
  

; ( 療養の給付 ) 

用テⅠ 

        者を除く。 以下この条、 第 85 条、 弔 86 条、   
;  に関しては、 次に掲げる療養の 給付を行       
  
    
  診察   
  
    二 薬剤 X は治療材料の 支給 
  
  
  三 処置、 手術その他の 治療 

  四 居宅における 療養上の管理及びその 療養に伴う世話その 他の看護 
i  五 病院又は診療所への 入院及びその 療養に伴う世話その 他の看護 旧苔 4 ( ) 
  ----------------------- 一一 ------ 一 --- 一 --------------------------------------------------- 一 --- 一 ------------ 一一 ---- 一 --- 一 --- 一一 - 一一 --- 一 --"- 一 - 一 ------ 



の 現状について 

0  在宅医療費は、 診療報酬の評価が 高まり、 事業量は伸びてぎているが、 医療費全体に 占める ウェ 
ト イ は小さい。 ( 在宅医療費 (E 科 診療 ) は、 国民医療費の 約 9W 強 ( 約 7,000 億 弱 ) 。 ) 

0  在宅医療費の 中では、 求めに応じて 患者の家に赴いて 診療する往診の 事業 量は ついては 
減少しているものの、 近年は、 患者の同意を 得て計画的な 医学管理の下で、 定期的に医師 
等 が訪問して診療する 訪問診療や、 在宅療養管理指導の 伸びが著しい。 

0  訪問看護の事業量は、 医療保険・介護保険合わせて 大きく伸びている。 ただし、 合計で 1,500 億 程度 ( う ち介護保険が 約 1,200 億 ) で、 国民医療費に 比して 0 ． 5% 相 当 

0  訪問看護事業の 実施主体の中心であ る訪問看護ステーション 数は、 介護保険制度の 創設双後に大 
幅 に増えたが、 ここ数年はさほど 伸びてはいない。 

0  日本の在宅死の 割合は、 戦後の 8 割強から一貫して 低下 (2003 年現在 13.0%) し 、 病院。 診療所 
での死の割合が 増えている (2003 年現在 81.6%)0 

0  一般の意識としても、 在宅での療養生活を 望みっ つ 、 諸条件により 終末期は病院等に 入院したい 

とする考えの 人が多い。 
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3  在宅医療の推 に 当たっての論点 ( 菜 ) O 花 毛 厘 療に関する医師 ( 歯科医師 ) の専門性、 在宅医療に関する 地域の社会資源の 情報な ど 

患者。 国民の選択に 資する情報が 積極的に提供される 環境の整備が 必要ではないか。 

0  プライマリケアを 重視した卒後臨床研修や 生涯教育等により、 かかりつけ 医 ( 歯科医 ) の充実・ 
普及を図るとともに、 診療所等、 訪問看護ステーション、 薬局等による 地域ごとの診療ネットワーウ 
の 構築やこれを 支援する病院の 位置づけ ( Ⅹ ) 等により、 かかりっ け医 ( 歯科医 ) 等の在宅医療の 提 
侠 者に対する支援体制を 構築すべきではないか。 

0  地域における 訪問看護サービスの 需要量を把握し、 訪問看護ステーションなど 訪問看護サービス 
体制に係る整備目標を 設定する ( 米 )        に、 訪問看護サービス 実施時の医師と 看護職の連携の 在 

リ 方を明確化すること 等により、 訪問看護の充実・ 普及を図るべきではないか。 

( 注 ) 上記 2 つの ( 米 ) については、 医療計画の見直しの 中での検討課題でもあ     

0  終末期の在宅医療の 充実、 支援を図るため、 終末期、 特に患者の死が 目前に近づいた 場合にお @ つ， 
る 、 関係者の連携の 在り方 ( 家族、 看護職と医師の 連携、 主治医による 死亡確認と死亡診断書作成 ( 水 ) 、 
麻薬を管理する 薬局との連携など ) を明確化し、 その内容の普及を 図るべきではないか。 

( * ) 診療継続中の 患者が受診後 2 4 時間以内に診療中の 疾患で死亡した 場合については、 異状がない限り、 改めて死後 診 

察しなくても、 死亡診断書を 交付することが 認められている ( 医師法 2 0 条ただし 書 ) 。 これは、 2 4 時間を超える 場合 

には死亡検案書を 交付しなければならないとする 趣旨ではなく、 診療継続中の 患者が診療に 係る傷病で死亡したことが 

予期できる場合には、 受診後 2 4 時間を超えていても、 改めて死後診察を 行い、 生前に診療していた 傷病が死因と 判定 

できれば、 求めに応じて 死亡診断書を 交付することは 可能 ( 死因の判定は 十分注意して 行 う 必要があ る。 ) 。 
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0  薬局における 麻薬小売業免許取得の 推進、 患 、 者が服用する 医薬品に係る 適切な服薬指導や 適正な 
保管管理指導 ( 特に麻薬の保管・ 管理・回収・ 廃棄 ) など、 麻薬を含めた 医薬品の提供体制の 整備 及 

び 服薬指導の充実を 図るとともに、 医療機器や衛生材料の 提供がより円滑に 行えるようにする 体制 整 

備の検討が必要ではないか。 

0  原則として 医 行為でないと 考えられる行為についての 解釈を明確化し、 その周知を図ることによ 
り 、 ヘルパ一等が 可能な行為が 必要以上に制限されないようにすべきではないか。 

0  その他、 在宅医療に関連す           て 、 以下の検討が 求められることが 指摘できるのではない 
か   医療機能の分化・ 連携を推進し、 急性期から回復期を 経て在宅療養へといった 流れが原則 日 常 

医療 圏 で完結するような 体制を確保すること。 また、 地域における 医療連携、 医療機関と薬局の 
連携、 さらに保健・ 福祉との連携を 推進すること 

。 在宅医療に関しては、 必ずしも居宅でなくても、 ケアハウスなど 居宅に代わる 場所で必要な 療 

養 が受けられるようにしていくことという 観点、 からの検討 

  在宅医療の推進に 伴い増加が予想される 医療廃棄物について、 その適切な取扱いの 確 

保 のための方策についての 検討 ( 現在、 医療機関又は 薬局が自主的に 回収しているが、 
家庭から排出されるものについては、 一般廃棄物として 取り扱われている。 ) 
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